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債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ 

当社の取引先であるエルピーダメモリ株式会社が、平成 24 年２月 27 日付で、会社更生手続開始の

申立てを行ったことに伴い、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じました

ので、下記の通りお知らせいたします。 

記 

１．相手方の概要 

（1）商号 エルピーダメモリ株式会社 

（2）本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長兼ＣＥＯ 坂本 幸雄 

（4）事業内容 半導体素子、集積回路等の電子部品の開発、設計、製造、販売およ

び保守など 

（5）資本金の額 2,361 億円（平成 23 年 9月 30 日現在） 

（6）設立年月日 平成 11 年 12 月 20 日 

（7）純資産 2,736 億円（平成 23 年 3月 31 日現在） 

（8）総資産 7,216 億円（平成 23 年 3月 31 日現在） 

（9）大株主及び持株比率 （平成 23年 9 月 30 日現在） 

 みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 日立製作所口再信託受託者

資産管理サービス信託銀行株式会社 4.66％ 

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3.62％ 

 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3.42％ 

（10）上場会社と当該会社の関

係等 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 保守業務及びｿﾌﾄｳｪｱ開発の受託 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

 

２．取立不能又は取立遅延のおそれが生じた経緯 

当社の取引先であるエルピーダメモリ株式会社が、平成 24 年２月 27 日付で、東京地方裁判所に

会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴い、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延

のおそれが生じました。 

 

 



 

 
 

３．相手先に対する債権の種類、金額及び純資産に対する割合 

債権の種類 金額（純資産に対する割合） 

売掛金 63 百万円（3.2％） 

合計 63 百万円（3.2％） 

※債権の金額につきましては、平成 24 年２月 29 日時点での概算金額となっております。 
 
４．今後の見通し 

当該事実が当社の業績に及ぼす影響につきましては現在精査中であり、業績予想の変更が生じる

場合には、判明次第速やかにお知らせいたします。 

 
以  上 


